




別表４　手術給付表
「手術」とは、治療を直接の目的とする下表の手術番号１～ 89を指します。ただし、次の①～③は手術にあたりません。
　①　吸引、穿刺、洗浄などの「処置」　　②　神経ブロック　　③　輸血・点滴
また、手術番号１～ 88においては、器具を用い、生体に切断、摘除、およびそれに準ずる操作を加えることをいいます。

手術
番号 手術の種類

基準給付金額
に対する給付倍率

§皮膚・乳房の手術
 1. 植皮術（25㎠未満は除く。） …………………………… 20
 2. 乳房切断術 ……………………………………………… 20
§筋骨の手術（抜釘術は除く。）
 3. 骨移植術（軟骨移植術は含まない。） ………………… 20
 4. 骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）……  20
 5. 頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。） …………… 20
  注１（観血手術）
 6. 鼻骨観血手術 …………………………………………… 10
  注１（観血手術）
 7. 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置
  に伴うものは含まない。）……………………………… 20
  注１（観血手術）
 8. 脊椎（椎骨・椎間板を含む。）・骨盤観血手術 ……… 20
  注１（観血手術）
 9. 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 ………………… 10
  注１（観血手術）
 10. 四肢切断術（手指・足指を除く。） …………………… 20
  注２（手指・足指）
 11. 切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）……  20
 12. 四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）……  10
  注１（観血手術）、注２（手指・足指）
 13. 筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎手
  術および筋・腱・靭帯に及ばない皮下軟部腫瘍の
  摘出術は含まない。）…………………………………… 10
  注１（観血手術）、注２（手指・足指）
§呼吸器・胸部の手術
 14. 慢性副鼻腔炎根本手術 ………………………………… 10
 15. 喉頭観血手術（咽頭・扁桃腺に対する手術は含まな
  い。）……………………………………………………… 20
  注１（観血手術）
 16. 気管・気管支・肺・胸膜手術（開胸術を伴うもの。）……  20
  注３（開胸術）
 17. 胸郭形成術 ……………………………………………… 20
 18. 縦隔腫瘍摘出術 ………………………………………… 40
§循環器・脾の手術
 19. 観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術は
  除く。）…………………………………………………… 20
  注１（観血手術）
 20. 静脈瘤根本手術 ………………………………………… 10
 21. 大動脈・大静脈・肺動脈・肺静脈・冠動脈手術（開
  胸・開腹術を伴うもの。）……………………………… 40
  注３（開胸・開腹術）
 22. 心膜切開・縫合術 ……………………………………… 20
 23. 直視下心臓内手術 ……………………………………… 40
 24. 体内用ペースメーカー埋込術（電池交換を含む。）……  10
 25. 脾摘除術 ………………………………………………… 20
§消化器の手術
 26. 耳下腺腫瘍摘出術 ……………………………………… 20
 27. 顎下腺腫瘍摘出術 ……………………………………… 10
 28. 食道離断術 ……………………………………………… 40

 29. 胃切除術 ………………………………………………… 20
 30. その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）……  20
  注３（開胸・開腹術）
 31. 腹膜炎手術 ……………………………………………… 20
 32. 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 …………………… 20
  注１（観血手術）
 33. ヘルニア根本手術 ……………………………………… 10
 34. 虫垂切除術・盲腸縫縮術 ……………………………… 10
 35. 直腸脱根本手術 ………………………………………… 20
 36. その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。） …… 20
  注３（開腹術）
 37. 痔瘻・脱肛・裂肛・痔核根本手術（根治を目的とし
  たもの。）………………………………………………… 10
§尿・性器の手術
 38. 腎移植手術（受容者に限る。） ………………………… 40
 39. 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は
  除く。） ……………………………………………………  20
  注１（観血手術）
 40. 尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。） ………… 20
  注１（観血手術）
 41. 尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。） ………… 20
  注１（観血手術）
 42. 陰茎切断術 ……………………………………………… 40
 43. 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 …… 10
 44. 陰嚢水腫根本手術 ……………………………………… 10
 45. 子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除
  術は除く。）……………………………………………… 40
 46. 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 …………………… 10
 47. 帝王切開娩出術 ………………………………………… 10
 48. 子宮外妊娠手術 ………………………………………… 20
 49. 子宮脱・膣脱手術 ……………………………………… 20
 50. その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工
  妊娠中絶術を除く。）……………………………………  20
 51. 卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。） ………… 20
  注１（観血手術）
 52. その他の卵管・卵巣手術 ……………………………… 10
§内分泌器の手術
 53. 下垂体腫瘍摘除術 ……………………………………… 40
 54. 甲状腺手術 ……………………………………………… 20
 55. 副腎摘除術 ……………………………………………… 20
§神経の手術
 56. 頭蓋内観血手術 ………………………………………… 40
  注１（観血手術）
 57. 神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・
  開放術・捻除術。）……………………………………… 20
  注１（観血手術）
 58. 観血的脊髄腫瘍摘出手術 ……………………………… 40
  注１（観血手術）
 59. 脊髄硬膜内外観血手術 ………………………………… 20
  注１（観血手術）

倍 倍

手術
番号 手術の種類

基準給付金額
に対する給付倍率

§感覚器・視器の手術
 60. 眼瞼下垂症手術 ………………………………………… 10
 61. 涙小管形成術 …………………………………………… 10
 62. 涙嚢鼻腔吻合術 ………………………………………… 10
 63. 結膜嚢形成術 …………………………………………… 10
 64. 角膜移植術 ……………………………………………… 10
 65. 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術……  10
  注１（観血手術）
 66. 虹彩前後癒着剥離術 …………………………………… 10
 67. 緑内障観血手術 ………………………………………… 20
  注１（観血手術）
 68. 白内障・水晶体観血手術 ……………………………… 10
  注１（観血手術）
 69. 硝子体観血手術 ………………………………………… 10
  注１（観血手術）
 70. 網膜剥離症手術 ………………………………………… 10
 71. レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始
  日から60日の間に1回の給付を限度とする。）……… 10
 72. 眼球摘除術・組織充填術 ……………………………… 20
 73. 眼窩腫瘍摘出術 ………………………………………… 20
 74. 眼筋移植術 ……………………………………………… 10
§感覚器・聴器の手術
 75. 観血的鼓膜・鼓室形成術（鼓膜切開術・チュービン
  グ術は含まない。）……………………………………… 20
  注１（観血手術）
 76. 乳様洞削開術 …………………………………………… 10
 77. 中耳根本手術 …………………………………………… 20
 78. 内耳観血手術 …………………………………………… 20
  注１（観血手術）
 79. 聴神経腫瘍摘出術 ……………………………………… 40
§悪性新生物の手術
 80. 悪性新生物根治手術（ファイバースコープまたは血
  管・バスケットカテーテルによる手術は除く。）……  40
  注４（悪性新生物根治手術）

 81. 悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間
  に1回の給付を限度とする。）………………………… 10
 82. その他の悪性新生物手術（ファイバースコープまたは
  血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。）…… 20
§上記以外の手術
 83. 上記以外の開頭術 ……………………………………… 10
  注３（開頭術）
 84. 上記以外の開胸術 ……………………………………… 10
  注３（開胸術）
 85. 上記以外の開腹術 ……………………………………… 10
  注３（開腹術）
 86. 衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から
  60日の間に1回の給付を限度とする。）……………… 10
 87. ファイバースコープまたは血管・バスケットカテー
  テルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術
  （検査・処置は含まない。施術の開始日から60日
  の間に1回の給付を限度とする。）…………………… 10
§新生物根治放射線照射
 88. 新生物根治放射線照射（50グレイ以上の照射で、
  施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度
  とする。）………………………………………………… 10
§その他の入院時手術
 89. 次のすべてを満たす手術（施術の開始日から60日
  の間に1回の給付を限度とする。）……………………  5
  注５（その他の入院時手術）
  　（1）入院日数が1日以上の入院中に受けた手術
  　（2）手術の直接の原因が入院の原因と同一
  　（3）公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表
  　　 によって手術料が算定される手術
  　（4）手術番号1～ 88以外の手術

手術
番号 手術の種類

基準給付金額
に対する給付倍率

倍

手術
番号 手術の種類

基準給付金額
に対する給付倍率

倍

注１（観血手術）
「観血手術」とは、臓器に切開を加えて直視下で行なう手術をいいます。なお、
「腹腔鏡下」「胸腔鏡下」「関節鏡下」に行なわれる手術も「観血手術」として取
り扱います。

注２（手指・足指）
「手指」とは、中手指節間関節を含まない末梢（末節骨・中節骨・基節骨の一部）
の部位をいいます。「足指」とは、中足指節間関節を含まない末梢（末節骨・中
節骨・趾骨・基節骨の一部）の部位をいいます。

注３（開頭術・開胸術・開腹術）
「開頭術」とは、頭蓋骨を開き、硬膜を露出、切開して行なわれる観血手術をい
います。なお、頭蓋骨を開くことを伴う診断・検査も含みます。「開胸術」とは、
胸膜を切開して胸腔内臓器に対して行なわれる観血手術をいいます。なお、胸膜
の切開を伴う診断・検査も含みます。「開腹術」とは、腹膜を切開して腹腔内臓
器に対して行なわれる観血手術をいいます。なお、腹膜の切開を伴う診断・検査
も含みます。

注４（悪性新生物根治手術）
手術番号80の「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物組織の完全な除去を目的
として行なう観血手術で、原発病巣を含めてその周囲組織を広範に切除し、転移
の可能性のあるリンパ節を郭清する手術をいいます。再発・転移病巣に対する手
術については、悪性新生物根治手術には該当しません（手術番号82の「その他の
悪性新生物手術」とします）。

注５（その他の入院時手術）
「その他の入院時手術」の用語の定義は以下のとおりとします。
①「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なた
め、所定の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念す
ることをいいます。
②「入院日数が１日」とは、①「入院」にあてはまる入院の日数が暦（こよみ）の
上で数えて１日であることをいいます。また、入院の有無は、入院基本料の支
払の有無などを参考にして判断します。
③「公的医療保険制度」とは、別表５に定める医療保険制度をいいます。
④「診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生省告示および厚生
労働省告示に基づき定められている診療報酬点数表をいいます。

別表５　公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく
医療保険制度をいいます。
１．健康保険法
２．国民健康保険法
３．国家公務員共済組合法
４．地方公務員等共済組合法
５．私立学校教職員共済法
６．船員保険法
７．高齢者の医療の確保に関する法律
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自動車総連・医療共済

保険金をお支払いできない場合
○入院保険金・手術保険金をお支払いできない主な場合（三大疾病入院保険金、三大疾病手術保険金を除きます。）
①被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転をしている間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦被保険者の薬物依存
⑧地震、噴火または津波
⑨戦争その他の変乱 など
ただし、⑧⑨については、その程度によりお支払いする場合があります。
○介護保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③被保険者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）を持たないで、または法令に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機
付自転車を運転している間に生じた事故
④被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用、アルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的とした使用による場合を除きます。

など
○親介護保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の親の故意または重大な過失
③被保険者の親の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④被保険者の親が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）を持たないで、または法令に定める酒気を帯びた状態で自動車または原
動機付自転車を運転している間に生じた事故
⑤被保険者の親の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用、アルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的とした使用による場合を除きます。 

など
ただし、②③④については、親介護保険金を支払わないのはその被保険者の親に生じた要介護状態に限ります。
※なお、告知義務違反によりご契約が解除された場合は、入院保険金・手術保険金・介護保険金・親介護保険金のお支払いができないことがあります。

重大事由による解除について
保険金を取得する目的で保険金支払事由を故意に起こした場合や、保険金の請求について詐欺を行った場合、または暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認
められた場合など、保険会社との間の信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者（保険の対象となる方）に対す
る部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

保険金のお支払い

●三大疾病、女性疾病、七大疾病・介護、親介護（損害保険部分）のお取り扱いについて●

○三大疾病、女性疾病、七大疾病・介護のみのご加入はできません。基本保障と同額にてご加入ください。
○配偶者が女性疾病に加入する場合は、本人の三大疾病または七大疾病・介護加入が条件です。
○親介護について、本人の親は、本人の七大疾病・介護加入が条件です。配偶者の親は、配偶者の七大疾病・介護加入が条件です。
○配偶者だけ、本人・配偶者の親だけの加入はできません。
○こどもは加入できません。
○本人が脱退した場合には、配偶者、本人・配偶者の親は同時に脱退となります。

加入取り扱いに関するご注意

保険金のお支払い事由が発生したときは、保険金のお支払い事由の発生の日からその日を含めて30日以内に団体窓口または明治安田損害保険（株）へお知らせください。
正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支払いできないことがあります。
＜代理請求制度について＞
ご加入者（被保険者）に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないときは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求
することができます。
①ご加入者と同居または生計を共にする配偶者（法律上の配偶者に限ります。）
②上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同居または生計を共にする３親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合、上記①以外の配偶者（法律上の配偶者に限ります。）または上記②
以外の３親等内の親族
※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。

保険金のご請求

お支払対象となる疾病等の定義

○糖尿病・高血圧入院保険金および糖尿病・高血圧手術保険金における糖尿病・高血圧性疾患の範囲は次のとおりです。

  1．糖尿病糖尿病

  2．高血圧性疾患高血圧性疾患

○介護保険金および親介護保険金における所定の要介護状態は次のとおりです。
①公的介護保険要介護２以上の認定がなされた場合
②保険期間中に以下の状態となり、その状態が保険期間中に90日を超えて継続した場合

終日就床（介護なしでは終日ベッド周辺での生活に限定される状態をいいます。）しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
イ．歩行の際に、補助用具（義手、義足、車いす等をいいます。）を用いても、所定の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護
が必要であること

ロ．次のいずれかの行為の際に、補助用具（義手、義足、車いす等をいいます。）を用いても、所定の介護を必要とする状態にあるために、
常に他人の介護が必要であること
（イ）食事　（ロ）排せつ　（ハ）入浴　（ニ）衣類の着脱

寝たきりにより
介護が必要な状態

認知症（正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全般的かつ持続的に低下することをいいます。）
であり、かつ、認知症により次のいずれかに該当する状態をいいます。
イ．次のいずれかの行為の際に、補助用具（義手、義足、車いす等をいいます。）を用いても、所定の介護を必要とする状態にあるために、
常に他人の介護が必要であること
（イ）歩行　（ロ）食事　（ハ）排せつ　（ニ）入浴　（ホ）衣類の着脱

ロ．次に掲げる通常の日常生活を逸脱したいずれかの問題行動またはそれらと同程度の介護を必要とする問題行動があるために、常に他人の
介護が必要であること
（イ）徘徊をする、または迷子になる。　（ロ）過食、拒食または異食をする。　（ハ）所かまわず排せつをする、または弄便等の不潔行
為をする。　（ニ）乱暴行為または破壊行為をする。 （ホ）興奮し騒ぎ立てる。　（へ）火の不始末をする。　（ト）物を盗む、またはむや
みに物を集める。

認知症により
介護が必要な状態

○三大疾病入院保険金および三大疾病手術保険金における三大疾病（がん、急性心筋梗塞、脳卒中）には、次のような事例があります。

　※対象となる三大疾病を直接の医学的原因とする続発症、合併症、後遺症を含みます。

  1．口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
  2．消化器の悪性新生物
  3．呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
  4．骨および関節軟骨の悪性新生物
  5．皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物
  6．中皮および軟部組織の悪性新生物
  7．乳房の悪性新生物
  8．女性生殖器の悪性新生物
  9．男性生殖器の悪性新生物
10．腎尿路の悪性新生物

悪性新生物・
上皮内新生物

（がん・上皮内がん）

19．急性心筋梗塞
20．再発性心筋梗塞
21．急性心筋梗塞の続発合併症

急性心筋梗塞

脳卒中

11．眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
12．甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
13．部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
14．リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
15．独立した（原発性）多部位の悪性新生物
16．上皮内新生物
17．真正赤血球増加症＜多血症＞、骨髄異形成症候群、

慢性骨髄増殖性疾患、本態性（出血性）血小板血症
18．ランゲルハンス細胞組織球症

22．くも膜下出血
23．脳内出血
24．脳梗塞

25．くも膜下出血の続発・後遺症
26．脳内出血の続発・後遺症
27．脳梗塞の続発・後遺症

○女性疾病入院保険金および女性疾病手術保険金における女性疾病の範囲は次のとおりです。
  1．乳房の悪性新生物
  2．女性生殖器の悪性新生物悪性新生物

  3．乳房の障害
  4．女性骨盤臓器の炎症性疾患
  5．女性生殖器の非炎症性障害
  6．女性生殖器の先天奇形

乳房および
女性生殖器の疾患

妊娠、分娩および
産褥の合併症

15．乳房の良性新生物
16．子宮平滑筋腫
17．子宮のその他の良性新生物
18．卵巣の良性新生物

乳房または女性生殖器の
良性新生物、性状不詳
または不明の新生物

  7．流産に終わった妊娠
  8．妊娠、分娩および産褥における浮腫、蛋白尿および高血圧性

障害
  9．主として妊娠に関連するその他の母体障害
10．胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分

娩の諸問題

11．分娩の合併症
12．分娩（自然頭位分娩、自然分娩、単胎自然分娩は除く）
13．主として産褥に関連する合併症
14．その他の産科的病態、他に分類されないもの

19．その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物
20．女性生殖器の性状不詳または不明の新生物
21．乳房の性状不詳または不明の新生物

○腎臓病・肝臓病入院保険金および腎臓病・肝臓病手術保険金における腎臓病・肝臓病の範囲は次のとおりです。

腎臓病

  6．ウイルス肝炎
  7．肝疾患

  1．糸球体疾患
  2．腎尿細管間質性疾患
  3．腎不全

  4．尿路結石症
  5．腎および尿管のその他の障害

肝臓病

いったん健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ入院保険金日額以下で継続加入できます。
なお、更新の際に、入院保険金日額等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、掛金は毎年の加入状況等により算出し変更とな
る場合があります。

継続加入の取り扱い

○入院保険金・手術保険金・介護保険金・親介護保険金のお支払いは、保険期間中に発生した事故による傷害または発病した疾病を原因とし、かつ保険期間中に保険金のお支払
事由に該当したときに限ります。また、保険期間満了後の入院・手術はお支払の対象となりません。
○保険期間開始時より前に発病した疾病または発生した事故による傷害の治療を目的とした入院・手術等はお支払の対象となりません（注）。ただし、初年度契約の保険期間開
始時からその日を含めて1年以上経過してからの疾病による入院・手術等につきましては保険金をお支払いいたします。

（注）　したがって、保険期間開始時より前に発病した疾病または発生した事故による傷害について、正しく告知して契約した場合であっても、保険金支払の対象外となる場合
があります。

○お支払いする保険金の額は、保険金支払事由の原因が発生した時からその日を含めて1年を経過した後に保険金支払事由が新たに生じた場合を除き、次のいずれか低い額と
します。
①保険金支払事由の原因が発生した時の保険金の支払条件により算出された保険金の額
②保険金支払事由が新たに生じた時の保険金の支払条件により算出された保険金の額
○被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があるときは継続した1回の入院とみなします。
○被保険者が入院保険金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった傷害もしくは疾病が同一かまたは医学上重要な関係があるとき
は、1回の入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
○被保険者が、所定の手術を受けた場合に、手術保険金をお支払します。ただし、骨折時に埋め込んだ金具を抜く手術（

ばってい

抜釘術）や単なる皮膚の縫合術などは、手術保険金のお支
払対象になりません。
○同一の特約について、同時に2種類以上の手術を受けた場合には、もっとも倍率の高いいずれか1種類の手術に対して手術保険金をお支払します。
○保険金受取人は被保険者本人になります。
〇年額保険料の払込みを完了する前に、引受損害保険会社が介護・親介護保険金をお支払いすべき場合には、未払込保険料の全額を一時にお払込みいただきます。
○詳細は約款の規定によります。
お支払対象となる三大疾病、糖尿病・高血圧性疾患、腎臓病・肝臓病、女性疾病、手術および倍率、要介護状態等の詳細については、引受損害保険会社のホームページ（https：
//www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）をご覧ください。
なお、引受損害保険会社のホームページには、約款の掲載に加え『お問い合わせ窓口』⇒『よくあるご質問』欄に主なお支払に関するQ＆Aが掲載されています。

○女性疾病手術保険金における特定障害の治療を直接の目的とする形成術等は次のとおりです。

  3．足指の後天性変形に対する形成術（非観血手術を除く）

はんこん

瘢痕の原因となった傷害または疾病

足指の後天性変形

  4．乳房切除術（生検を除く）乳房切除の原因となった傷害または疾病

  1．
はんこん

瘢痕に対する植皮術

  2．
はんこん

瘢痕形成術（非観血手術を除く）
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引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、
返れい金等は原則として90％まで補償されます。

保険会社破綻時等の取扱いについて

株式会社日本共同システム　TEL：03-6890-0330　　明治安田生命保険相互会社　TEL：03-3560-5905

取扱代理店

明治安田損害保険株式会社
［連絡先］営業推進部　〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-11-1　明治安田損害保険ビル7F　TEL：03-3257-3177
この制度は損害保険会社と締結した医療保険契約に基づき運営します。保険契約の約款については引受損害保険会社のホームページ（https://www. 
meijiyasuda-sonpo.co.jp/）をご覧ください。
この医療保険契約には下記の特約がセットされています。
三大疾病入院特約、三大疾病手術特約、糖尿病・高血圧入院特約、糖尿病・高血圧手術特約、腎臓病・肝臓病入院特約、腎臓病・肝臓病手術特約、女
性疾病入院特約、女性疾病手術特約、介護特約、親介護特約

引受損害保険会社

告知の大切さについて、ご確認ください。
○保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人が
他の人と同じ条件でご契約されますと保険料負担の公平性が保たれません。このため、ご加入（増額）時には重要な
事項を正しく申し出ていただく義務（告知義務）があります。
○ご加入（増額）の申込みにあたっては、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」に記載
された告知内容について、必ずご確認ください。現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」
に記載された告知内容に該当しない場合は、お申込みいただくことはできません。
○現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等に関する告知内容が事実と相違する場合には、保険期間開始時※からそ
の日を含めて１年以内であれば、ご契約（増額部分）が解除されることがあります。また、保険期間開始時※から１
年を経過していても、保険期間開始時※からその日を含めて１年以内に、保険金の支払事由が生じていた場合は、ご
契約（増額部分）が解除されることがあります。
※継続契約の場合は、初年度契約の保険期間開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて保険金額を増額した場
合は、増額した継続契約の保険期間開始時をいい、増額部分について同様に取り扱います。

○ご契約（増額部分）が解除された場合には、保険金の支払事由が生じていても、保険金をお支払いすることはできま
せん。ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」に因果関係がなければ、保険金をお支払い
します。
○ご加入後、または保険金のご請求の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
○現在ご加入の他のご契約を解約、減額等をすることを前提に、ご加入（増額）のお申込みをされる場合は、あらたに
告知していただきます。
○新たなご加入（増額）の責任開始期前の発病などは保険金をお受け取りいただけない場合があります。
〇告知内容についてご不明な点がある場合や、告知すべき内容を後日思い出された場合には、取扱代理店または団体保
険ご照会窓口（0120－661－320、受付時間：平日（土曜・日曜・祝日・年末・年始は除く）9：00～ 17：00）
までご連絡ください。

明治安田損害保険株式会社

告知の大切さに関するご案内

契約者と引受損害保険会社からのお知らせ
この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者（被保険者）の個人情報＜氏名、性別、生年月日、健康状態等＞（以下、「個人情報」といいます。）
を取り扱い、契約者が保険契約を締結する引受損害保険会社（共同取扱会社を含みます。以下同じ。）へ提出いたします。契約者は、この保険の運営
において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。引受損害保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維
持管理、保険金・給付金等の支払い、関連する会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務
のため利用（注）し、また、必要に応じて、契約者、明治安田生命保険相互会社、取扱代理店、他の損害保険会社および再保険会社に上記目的の範囲
内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および引受損害保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取
り扱われます。
記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供されます。
（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目

的が限定されています。
なお、明治安田損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ（https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）をご参照ください。

個人情報の取扱い

自動車総連・医療共済
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生－③　BG・DD（年）　　契約・注意　16.04.01

契約概要【ご契約内容】

（＊）保障額を増額する場合、増額部分について「加
入日」を「増額日」と読み替えます。

❶ お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）
この保険は、団体を契約者とする保険契約であ
り、クーリング・オフの適用はありません。な
お、責任開始期（加入日＊）前のお申込みの取り
消し等については本パンフレット記載の団体窓
口にお問い合わせください。

❷ 告知に関する重要事項
■現在および過去の健康状態などについて、あ
りのままにお知らせいただくことを告知といい
ます。申込書兼告知書で当社がおたずねする
ことについて、事実のありのままを、正確にも
れなくご確認いただき、お申込みください。
■企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等
に口頭でお話しされても告知していただいた
ことにはなりませんので、申込書兼告知書に
おける告知内容をご確認のうえ、お申込みく
ださい。
■正しく告知をいただけない場合は、「告知義
務違反」としてご契約が解除され保険金をお
支払いできないこともあります。

❸ 責任開始期（加入日＊）
■ご提出された申込書兼告知書に基づき、引受
保険会社がご加入を承諾した場合、本パンフ
レット記載の保険期間の始期からご契約上の
責任を負います。この保障が初めて開始する
日を責任開始期（加入日＊）といいます。次の
図のとおり、責任開始期（加入日＊）は申込
日・告知日（申込書兼告知書を記入・提出し
た日）とは異なります。

■ご契約者である企業・団体の社員・職員、ま
たは保険会社の職員等には保険へのご加入を
承諾し、責任を開始させるような代理権があ
りません。

保険期間

▲
申込日・告知日

（申込書兼告知書を
記入・提出した日）

▲
責任開始期
（加入日）

保障はありません

新規加入の例

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】

❸ 配当金
自動車総連・医療共済（基本保障）は、配当金は
ありません。

❹ 脱退による返戻金
自動車総連・医療共済（基本保障）は、脱退（解
約）による返戻金はありません。

❺ 引受保険会社
明治安田生命保険相互会社
本社：東京都千代田区丸の内2－1－1

❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方のために、
企業・団体を保険契約者として運営する保険商
品です。

❷ 加入資格・保険期間・保障内容・保険料・
保険金等のお支払い（支払事由）
本パンフレットの該当ページをご覧ください。

加入
資格制度名 保障内容

保険料
保険
期間

支払
事由

P7 P7 P3 P8
自動車総連・
医療共済
（基本保障）

意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、
ご加入に際して特にご注意いただきたい事
項を【注意喚起情報】に記載していますので、
ご加入前に必ずお読みください。また、各
事項の詳細につきましては本パンフレット
の該当箇所を必ずご参照ください。ご加入
にあたっては、【契約概要】【注意喚起情報】
および本パンフレットの内容とあわせて、
保障内容・保険金額・保険料等がご意向に
沿った内容となっているか、ご確認のうえ
お申込み（新規加入・増額）ください｡

自動車総連・医療共済（基本保障）<家族特約付疾病入院給付特約付災害入院給付特約付手術給付特約付無配当団体医療保険>

契約概要・注意喚起情報【生命保険】

次ページへ
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契約概要・注意喚起情報【損害保険】契約概要・注意喚起情報【生命保険】
自動車総連・医療共済（三大疾病、女性疾病、七大疾病・介護、親介護） ＜医療保険＞

損－⑤　医療（上乗せ・支援）のみ　　契約・注意　19.10.01以降

契約概要【ご契約内容】

❶ お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）
この保険は、ご加入のお申込みの撤回（クーリ
ング・オフ）の適用がありません。

❷ 告知義務・通知義務等
（１）お申込時にご注意いただきたいこと（申込書兼

告知書記載上の注意事項）
健康状態について
お申込時においては事実を正確に告知する義
務（告知義務）があります。その告知した内容
が事実と違っている場合には、ご契約のその
被保険者（保険の対象となる方）に対する部分
を解除し、保険金をお支払いできないことが
あります。特に、健康状態については十分ご
注意ください。

（２）お申込後にご注意いただきたいこと
被保険者による保険契約の解除請求について
自動車総連・医療共済（三大疾病、女性疾病、
七大疾病・介護、親介護）では、被保険者とな
ることに同意した事情に著しい変更等があっ
た場合は、被保険者から保険契約の解除請求
をすることができますので、企業・団体窓口
にご連絡ください。

❸ 責任開始期
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初
日の午前0時に始まります。

❹ 保険金をお支払いできない主な場合
■責任開始期前に発生した病気やケガを原因と
する場合は、告知いただいている内容に関わ
らず、原則として保険金をお支払いできませ
ん。
■上記を含め保険金をお支払いできない場合に
ついては、本パンフレットの該当ページをご
覧ください。
　自動車総連・医療共済（三大疾病、女性疾病、
七大疾病・介護、親介護）　

❺ 引受損害保険会社
明治安田損害保険株式会社
本社：東京都千代田区神田司町2－11－1
電話番号：03－3257－3177（営業推進部）

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】

※保険料は、毎回の更改時にご加入者数等に基
づき、ご契約ごとに算出し変更することがあ
ります。
※主な免責事由については、本パンフレットの
【注意喚起情報】❹ 保険金をお支払いできない
主な場合をご覧ください。

❸ 満期返れい金・配当金
この保険には、満期返れい金・配当金はありま
せん。

❹ 脱退による返れい金
この保険には、脱退による返れい金はありませ
ん。

❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者
とし、企業・団体を保険契約者として運営する
保険商品です。

❷ 加入資格・保険期間・補償内容・保険料・
保険金のお支払い（支払事由）
本パンフレットの該当ページをご覧ください。

加入
資格制度名 補償内容

保険料
保険
期間

支払
事由

自動車総連・医療共済
（三大疾病、女性疾病、
七大疾病・介護、
親介護）

P7 P7 P3 P15

P15

意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、
ご加入に際して特にご注意いただきたい事
項を【注意喚起情報】に記載していますので、
ご加入前に必ずお読みください。また、各
事項の詳細につきましては本パンフレット
の該当箇所を必ずご参照ください。ご加入
にあたっては、【契約概要】・【注意喚起情
報】および本パンフレットの内容とあわせ
て、補償内容・保険金額・保険料等がご意
向に沿った内容となっているか、ご確認の
うえお申込みください。

次ページへ

生－③　BG・DD（年）　　契約・注意　16.04.01

❹ 保険金等をお支払いできない主な場合
■責任開始期（加入日＊）前に発生した病気やケ
ガを原因とする場合は、告知いただいている
内容に関わらず、原則として保険金等をお支
払いできません。

■責任開始期（加入日＊）から起算して所定の期
間以内に被保険者が自殺した場合、保険金等
をお支払いできません。
■上記を含め保険金等をお支払いできない場合
については、本パンフレットの該当ページを
ご覧ください。
　自動車総連・医療共済（基本保障）　

❺ 生命保険契約者保護機構
引受保険会社は、生命保険契約者保護機構（以
下「保護機構」といいます。）に加入しています。
保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻
に陥った場合、保護機構により、保険契約者保
護の措置が図られることがありますが、この場
合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金
額等が削減されることがあります。詳細につい
ては、保護機構までお問い合わせください。
（ホームページ https://www.seihohogo.jp/）

❻ ご照会・ご相談窓口

■この制度に係る指定紛争解決機関は（一社）生
命保険協会です。（一社）生命保険協会「生命
保険相談所」では、電話・文書（電子メール・
FAXは不可）・来訪により生命保険に関する
さまざまな相談・照会・苦情をお受けしてお
ります。また、全国各地に「連絡所」を設置し、
電話にてお受けしております。
　（ホームページ https://www.seiho.or.jp/）
■なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けた
ことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼し
た後、原則として1ヵ月を経過しても、契約
者等と生命保険会社との間で解決がつかない
場合については、指定紛争解決機関として、
生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約
者等の正当な利益の保護を図っております。

❼ 保険金などのお支払いに関する手続き等の
留意事項
■保険金・給付金などのご請求は、団体（ご契
約者）経由で行なっていただきますので、保
険金・給付金などのお支払事由が生じた場合
だけでなく、支払可能性があると思われる場
合や、ご不明な点が生じた場合等についても、
速やかに本パンフレット記載の団体窓口にご
連絡ください。
■保険金・給付金などのお支払事由が生じた場
合、ご加入のご契約内容によっては、複数の
保険金・給付金などのお支払事由に該当する
ことがありますので、十分にご確認ください。
■自動車総連・医療共済（基本保障）については、
被保険者が受取人となる保険金・給付金など
について、受取人が請求できない特別の事情
がある場合、被保険者があらかじめ指定した
指定代理請求者が請求することができますの
で、指定代理請求者に対しては、お支払事由
および代理請求できる旨をお伝えください。

入院給付金の例

保険期間

▲
申込日・告知日

（申込書兼告知書を
記入・提出した日）

▲
責任開始期
（加入日）

病気・ケガ 入院 ×支払対象外

P9

制度内容【保障内容・保険料・配当金・
各種手続き】等に関するご照会先

本パンフレット記載の団体窓口

告知【お申込み時の告知】等に関するご照会先

明治安田生命保険相互会社
団体保険ご照会窓口 0120－661－320
受付時間　平日（土曜・日曜・祝日・年末・
年始は除く）9：00～ 17：00
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契約概要・注意喚起情報【損害保険】

損－⑤　医療（上乗せ・支援）のみ　　契約・注意　19.10.01以降

❺ 保険会社破綻時等の取扱い
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等にお
いて、この保険は契約者保護の仕組みである「損
害保険契約者保護機構」の補償対象となります。

❻ 事故が起こった場合等のご連絡先
保険金支払事由が生じた場合には、遅滞なく企
業・団体窓口または引受損害保険会社にご連絡
ください。

❼ ご照会・ご相談窓口

制度内容等に関する照会・相談窓口

制度内容等に関するご照会・ご相談は、
「パンフレット」記載の企業・団体窓口へ
お問い合わせください。

引受損害保険会社の苦情・相談窓口

損害保険に関する苦情・相談等は、
下記にご連絡ください。
明治安田損害保険株式会社　お客さま相談室
0120－255－400
［フリーダイヤル（無料）］
【受付時間】午前9時～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）

一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター （指定紛争解決機関）

引受損害保険会社は、保険業法に基づく金
融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
である一般社団法人日本損害保険協会と手
続実施基本契約を締結しています。引受損
害保険会社との間で問題を解決できない場
合には、一般社団法人日本損害保険協会に
解決の申立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター
0570－022808［ナビダイヤル（有料）］
【受付時間】午前9時15分～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会
のホームページをご覧ください。
（http://www.sonpo.or.jp/）
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